
教 育 委 員 会 定 例 会 
 

日 時：令和３年１２月２３日（木） 

午後２時 05分～午後２時 40分 

場 所：防災コミュニティセンター２０５会議室 

 

出 席 者：教育長 菅沼浩行  教育委員 小松泰子、貴田太史、西山清和、山田貴子 

 

事務局及び出席者：冨士川参事、青木社会教育課長、大滝図書館長、二見美術館副館長 

         髙橋学校教育課副課長、石井指導主事、菅沼学校教育課管理係長 

         西山社会教育課係長 

 

菅沼教育長 皆さん、こんにちは。お忙しい中ご参集いただきまして、ありがとうござい

ます。山田委員はリモートでの出席となります。ただいまの出席者数は５名です。地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項に定める定足数に達してお

りますので、これより令和３年湯河原町教育委員会１２月定例会を開会いたします。

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。会議録署名委員は会議規則第３５条

の規定により、西山委員、山田委員の２名を指名いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

   それではまず、非公開とする案件につきまして、お諮りいたします。（１）議決事

項 議案第２１号 湯河原町育英奨学金奨学生選考等についてにつきましては、未確

定の要素を含む案件であります。議案第２４号 令和３年度湯河原町教育支援委員会

（臨時）結果についてにつきましては、個人情報を含む案件でございます。（２）協

議事項 協議第４８号 令和４年度湯河原町教育委員会基本方針（案）についてにつ

きましては、未成熟で未確定な要素を含む案件でございます。（３）報告事項 イ 行

政文書公開請求についてにつきましては、個人情報を含む案件でございます。ウ 行

政文書公開請求についてにつきましても、個人情報を含む案件でございます。以上、

会議を非公開としたいと考えますが、ご異議ございませんか。 

委員 全員異議なし 

菅沼教育長 それではご異議がないものと認め、この５件につきましては、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書き及び会議規則第３３条第１

項の規定により、非公開といたします。 

 

  議事録の承認 

    令和３年１１月教育委員会定例会議事録の承認について 

菅沼教育長 次に、議事録の承認に入らせていただきます。令和３年１１月教育委員会定

例会議事録の承認について、事務局から説明をお願いします。 

菅沼管理係長 令和３年１１月教育委員会定例会議事録につきましては、特に変更はござ

いませんでした。 

菅沼教育長 説明が終わりました。議事録について、何か質疑等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 ないようでしたら、令和３年１１月教育委員会定例会議事録については承認

することにご異議ございませんか。 



委員 全員異議なし 

菅沼教育長 それではご異議がないものと認め、令和３年１１月教育委員会定例会議事録

については承認されました。 

 

  案 件 

  （１）議決事項 

    議案第２２号 湯河原町学校運営協議会規則の制定について 

菅沼教育長 次に、案件に入らせていただきます。（１）議決事項 議案第２２号 湯河

原町学校運営協議会規則の制定についてを議題といたします。事務局から提案理由の

説明をお願いします。 

冨士川参事 議案第２２号をお願いいたします。   

  （資料に基づいて、議案第２２号 湯河原町学校運営協議会規則の制定について 説 

   明） 

  ・町立幼稚園及び小・中学校において、令和４年４月１日から学校運営協議会の設置 

ができるよう、設置及び運営に関し必要な事項を定めるため 

菅沼教育長 これをもって提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑

はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 質疑がないようですから、質疑を終了いたします。これより議案第２２号を

挙手により採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願い 

ます。 

委員 全員挙手 

菅沼教育長 全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    議案第２３号 湯河原町学校運営協議会に関する要綱の制定について 

菅沼教育長 次に、議案第２３号 湯河原町学校運営協議会に関する要綱の制定について

を議題といたします。事務局から提案理由の説明をお願いします。 

冨士川参事 議案第２３号をお願いいたします。   

  （資料に基づいて、議案第２３号 湯河原町学校運営協議会に関する要綱の制定につ 

いて 説明） 

  ・町立幼稚園及び小・中学校において、令和４年４月１日から学校運営協議会が設置 

ができるよう、手続き等に関し必要な事項を定めるため 

菅沼教育長 これをもって提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑

はございませんか。 

小松委員 先週、会議で津田先生とご一緒する機会がありました。津田先生はこの運営協

議会を置きたいとおっしゃっていましたが、他の学校の状況はいかがでしょうか。 

冨士川参事 現在、東台福浦小学校の方から、学校評議員をこの学校運営協議会に変えた

いということで、学校評議員の会議に教育委員会の職員が出向きまして、学校運営協

議会についていろいろご説明をさせていただいております。現状、他の学校では、ま

だそういったことをやっておりませんが、東台福浦小学校に学校運営協議会を設置し

ていただくと、他の学校からも、やりたいと手を挙げていただけるのではないかと考

えております。 

小松委員 わかりました。 



菅沼教育長 すぐではないけれども、吉浜小学校でもやってもいいと言っているんですか。 

冨士川参事 そういったお話も伺っております。 

菅沼教育長 本案は学校運営協議会を設定することができる規定で、ここで成立させてい

ただきますと、学校評議員と両方が存在するわけです。できる規定ですので、できる

ところは今回、東台福浦小学校が設置する。そうすると、東台福浦小学校の学校評議

員はなくなるということです。 

   ただ、地域の方とよくお話しながら、いまの評議員制度よりは一歩踏み込んだ議論

をしていただくようになりますので、その方々と何回か学校が話し合いながら、教育

委員会も入りながら、やっていくべきかなと思います。ご心配されているのは、新た

な制度をつくっても他にやるところはあるんですかという直球の話だと思いますが、

状況的には吉浜小学校は、やってもいいかなということです。他に何か質疑等はござ

いますか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 質疑がないようですから、質疑を終了いたします。これより議案第２３号を

挙手により採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願い 

ます。 

委員 全員挙手 

菅沼教育長 全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  （２）協議事項 

    協議第４９号 令和４年度就学援助制度等のお知らせ（案）について 

菅沼教育長 次に、（２）協議事項に入らせていただきます。協議第４９号 令和４年度就

学援助制度等のお知らせ（案）についてを案件といたします。提出者から協議理由の

説明をお願いします。 

冨士川参事 協議第４９号をお願いします。 

  （資料に基づいて、協議第４９号 令和４年度就学援助制度等のお知らせ（案）につ

いて 説明） 

  ・対象世帯、援助の内容 等 

菅沼教育長 これをもって協議理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑

はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 質疑がないようですから、質疑を終了いたします。これより協議第４９号を

挙手により採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願い

ます。 

委員 全員挙手  

菅沼教育長 全員賛成。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 

 

    協議第５０号 湯河原町教育委員会後援等承認申請について 

菅沼教育長 次に、協議第５０号 湯河原町教育委員会後援等承認申請についてを案件と

いたします。事務局から協議理由の説明をお願いします。 

青木社会教育課長 協議第５０号をお願いします。 

  （資料に基づいて、協議第５０号 湯河原町教育委員会後援等承認申請について 説

明） 



  ・湯河原町民とともに平和について学ぶ機会を持つ 

菅沼教育長 これは町にも承認申請が出ております。本日ご承認いただけたら、町全体の

会議にかけまして、最終的に承認ということになります。これをもって協議理由の説

明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 質疑がないようですから、質疑を終了いたします。これより協議第５０号を

挙手により採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願い

ます。 

委員 全員挙手  

菅沼教育長 全員賛成。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 

 

  （３）報告事項 

    ア 令和３年１２月議会について 

菅沼教育長 次に、（３）報告事項に入らせていただきます。ア 令和３年１２月議会につ

いて、事務局から報告をお願いします。 

冨士川参事 資料１をお願いします。 

  （資料に基づいて、ア 令和３年１２月議会について 報告） 

  ・一般質問の質問と回答 

菅沼教育長 報告が終わりました。２ページの質問についてですが、コロナを理由に休ん

だ生徒について、令和２年度は５人でしたが、令和３年度に入りまして、４月が１人、

５月が１人、６月が１人、７月は２人でしたが、ご存知のとおり、８月に爆発的に感

染拡大しましたので、９月が６３人となりました。１０月に入って７人となり、いま

は１人か２人くらいのようです。何か質疑等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

    エ ２０２２年度人事異動等に関する要望書について 

菅沼教育長 次に、エ ２０２２年度人事異動等に関する要望書について、事務局から報

告をお願いします。 

冨士川参事 資料４をお願いします。 

  （資料に基づいて、エ ２０２２年度人事異動等に関する要望書について 報告） 

  ・人事異動に関する要望 ８項目 

菅沼教育長 報告が終わりました。西湘地区教職員組合から、毎年、要望が出されている

ものです。ここに書かれていることは十分認識した上で、人事異動がなされているも

のでございます。引き続き要望されているということです。何か質疑等はございます

か。 

委員 質問、意見等なし 

 

    オ 小中学校の修学旅行について 

菅沼教育長 次に、オ 小中学校の修学旅行について、事務局から報告をお願いします。 

冨士川参事 小学校につきましては、１２月１日・２日に山梨方面に行きました。３小学

校とも、６年生全員参加でございました。特にトラブルなく、無事に終了いたしまし

た。中学校につきましては修学旅行が中止になっており、代替案として、１２月２０

日（月）に富士急ハイランドに行きました。３年生につきましては、１５０名中１４



３名が参加いたしました。特にトラブルなく、無事に終了したということでございま

す。報告は以上でございます。 

菅沼教育長 報告が終わりました。何か質疑等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

    カ たこづくり教室及びたこあげ大会の実施について 

菅沼教育長 次に、カ たこづくり教室及びたこあげ大会の実施について、事務局から報

告をお願いします。 

青木社会教育課長 資料５をお願いします。 

  （資料に基づいて、カ たこづくり教室及びたこあげ大会の実施について 報告） 

  ・たこづくり教室及びたこあげ大会の日時、場所  等 

菅沼教育長 報告が終わりました。何か質疑等はございますか。 

小松委員 いままで、学校に出向いてたこづくりをしたことはなかったように思いますが、

ありましたでしょうか。 

西山社会教育課係長 例年、東台福浦小学校の４年生を対象に、たこづくり教室を実施し

ております。湯河原小学校・吉浜小学校については、行っておりません。 

小松委員 学校からの要望があったんですか。 

西山社会教育課係長 そのとおりでございます。 

菅沼教育長 たこづくり教室の人数制限はないんですか。 

青木社会教育課長 特段、制限は設けておりません。 

菅沼教育長 防災コミュニティセンターの会議室を使うんですか。満員にはならないかも

知れないけれど、そこそこ来ると思いますよ。 

青木社会教育課長 来ていただけるんであれば。 

菅沼教育長 お子さんは出かけたいのか、少人数の社会教育の事業を募集すると、すぐい

っぱいになります。 

青木社会教育課長 先だっての親子体験型のお飾りづくりも、すぐに埋まってしまいまし

た。 

菅沼教育長 コロナのことから、人数を絞って実施していますが、募集が少ないせいもあ

り、すぐに定員が埋まります。他にございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

    キ オンライン子ども読書まつりについて 

菅沼教育長 次に、キ オンライン子ども読書まつりについて、事務局から報告をお願い

します。 

大滝図書館長 資料６をお願いします。 

  （資料に基づいて、キ オンライン子ども読書まつりについて 報告） 

  ・動画配信による子ども読書まつり 

菅沼教育長 報告が終わりました。何か質疑等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

    ク もみじライトアップイベント実績報告について 

菅沼教育長 次に、ク もみじライトアップイベント実績報告について、事務局から報告

をお願いします。 



二見美術館副館長 資料７をお願いします。 

  （資料に基づいて、ク もみじライトアップイベント実績報告について 報告） 

  ・元年度に比べ増 

菅沼教育長 報告が終わりました。時期が難しいですが、来年度以降についてはどうです

か。 

二見美術館副館長 状況を踏まえて、できれば開催したいと考えております。 

菅沼教育長 何か質疑等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

  （４）その他 

菅沼教育長 （４）その他に入ります。委員の皆さん、何かございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

菅沼教育長 以上をもちまして、本日の秘密会を除く日程はすべて終了いたしました。 

 


